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閲覧状況を閲覧状況を
公表しています公表しています

正
の
あ
っ
た　

年　

月
１
日
〜　

１８

１１

１９

年
３
月　

日
の
閲
覧
状
況
の
概
要

３１

を
、
市
政

情
報
コ
ー

ナ
ー
（
市

役
所
２

階
）
で
閲

覧
で
き
る

よ
う
に
し
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
市
民
課�
４
７
０
・

７
７
２
２
へ
。　

　

住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
に
よ

り
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部
の
写

し
の
閲
覧
状
況
を
公
表
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
法
改
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《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
広報課
�４７０・７７７７

（代）

６月２１日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から
４日・１１日

法 律 相 談
７月１２日（木）１８日・２５日

６月２９日（金）司法書士４日（水）午後１時から登 記 相 談

６月２９日（金）土地家屋調査士４日（水）午後１時から表 示 登 記 相 談

７月６日（金）税理士１１日（水）午後１時から税 務 相 談

７月１０日（火）人権擁護委員１８日（水）午後１時から人権身の上相談

７月１３日（金）宅地建物取引主任者１８日（水）午後１時から不 動 産 相 談

７月１９日（木）弁護士２５日（水）午後１時から交 通 事 故 相 談

７月５日（木）行政書士１１日（水）午前１０時から
相続・遺言・成年
後見等手続相談

７月２０日（金）社会保険労務士２５日（水）午前１０時から年金・労災・雇用保
険・ 人事管理等相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会�４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女
平等推進セ
ンター
�４７２・００６１

６月１８日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

２日・９日女性の悩みごと
相 談 ７月２日（月）２３日・３０日

６月２２日（金）女性弁護士６日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

中央相談室�４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）

教育相談員
午前１０時～
午後５時　
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室

滝山相談室�４７５・８９０９
（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

◆行政相談…７月１１日（水）午後１時～４時、市役所２階相談室。小山正勝氏（小山、�４７１・３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�４６５･１８３９）▽岡部佳子氏（幸町、�４７４・０３７９）

　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

� �������������������������������������������������������������

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階相談室
知的障害者相談員 １１日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員 １３日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

２４時間随時�４７７・２７１１
心身障害者（児）
相 談

市役所１階 
屋内ひろば

獣医師２０日（金）午後１時半～２時半動物なんでも相談

市役所６階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時

職 業 相 談

市役所２階相談室
市住宅増改築等

斡旋事業登録団体協議会
１２日（木）
午前１０時～午後４時

住宅増改築相談

生活文化課
（市役所２階）

消費生活相談員
平日の午前１０時～午後４時
※電話相談も可�４７３・４５０５

消 費 者 相 談

東久留米市社会
福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�４７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

《訪問します》

ご自宅助産師
訪問希望の方は健康課
�４７７・００２２

妊婦訪問相談

　

都
営
住
宅
地
元
募
集
分
の
入
居

者
を
募
集
し
ま
す
。
今
回
は
家
族

向
け
（
２
人
以
上
）
の
み
で
す
。

単
身
者
向
け
の
住
宅
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
【
募
集
住
戸
】幸
町
一
丁
目
ア
パ

ー
ト
＝
１
戸

　
【
申
込
資
格
】次
の
全
て
該
当
す

る
こ
と
が
条
件
で
す
。
①
申
込
者

本
人
が
市
内
に
居
住
す
る
成
年
者

図
書
館
嘱
託
職
員

　

図
書
館
で
は
、
８
月
１
日
以
降

に
採
用
す
る
嘱
託
職
員
を
募
集
し

ま
す
。

　
【
対
象
】
８
月
１
日
現
在
、
司
書

の
資
格
を
有
す
る　

歳
ま
で
の
方

５０

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
勤
務
内
容
】図
書
館
業
務
全
般

（
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
を
含

む
）

　
【
勤
務
場
所
】
市
内
各
図
書
館

　
【
勤
務
時
間
】
月
１
２
８
時
間

　
【
報
酬
】
当
市
規
定
に
よ
る
（
交

通
費
相
当
額
別
途
支
給
）

　
【
雇
用
期
間
】８
月
１
日
〜　

年
２０

３
月　

日
３１

　
【
試
験
日
】
６
月　

日
（
木
）
筆

２８

記
試
験
を
実
施
。
合
格
者
は
７
月

　

日
（
水
）
に
情
報
処
理
試
験
と

１１面
接
を
行
い
ま
す

　
【
募
集
要
項
の
配
布
】６
月　

日
１５

（
金
）
〜　

日
（
金
）、
中
央
・
滝

２２

山
・
ひ
ば
り
が
丘
・
東
部
の
各
図

書
館
で
開
館
時
間
内
に
配
布
。
図

書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得

で
き
ま
す

　

申
し
込
み
は
必

要
書
類
を
６
月　
１５

日
（
金
）
〜　

日
２２

（
金
）
の
午
前
８

時
半
〜
午
後
５
時

に
（
６
月　

日
１８

〈
月
〉・　

日
〈
火
〉

１９

を
除
く
）、本
人
が

直
接
中
央
図
書
館

２
階
事
務
室
へ
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
郵
送
不
可
。

　

詳
し
く
は
中
央

図
書
館�
４
７

５
・
４
６
４
６
へ
。

　

一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
生

活
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆

さ
ん
の
ご
協
力
の
下
に
で
き
る
限

り
の
分
別
回
収
・
再
資
源
化
を
進

め
て
き
て
い
ま
す
。

　
　

年
度
の
可
燃
・
不
燃
・
粗
大

１８
ご
み
の
収
集
量
は
、
前
年
度
に
対

し
て
可
燃
ご
み
が　

㌧
（
０
・
４

９５

㌫
）
減
、
不
燃
・
粗
大
ご
み
が
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
の
分
別
収
集
開
始
に

よ
り
６
９
７
㌧
（　

・
５
㌫
）
減

１７

と
な
り
ま
し
た
。

　

最
終
的
に
資
源
化
さ
れ
た
量
は
、

前
年
度
に
比
べ
６
２
７
㌧
（
６
・

６
㌫
）
増
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
最
終
処
分
場
へ
の
搬
入

量
は
１
１
３
㌧
（
３
・
１
㌫
）
減

と
な
り
ま
し
た
。
前
年
ま
で
は
全

　

年
度
廃
棄
物
の
排
出
・
処
理
量
は

１８前
年
度
比
０
・
６
㌫
減　

　

国
・
都
・
市
等
の
行
政
機
関
や

　

・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
等
の
公
共
性
の
高
い

ＪＲ法
人
、
公
的
行
政
機
関
か
ら
委
任

さ
れ
補
助
金
を
受
け
て
い
る
法
人

等
に
つ
い
て
、
苦
情
や
意
見
・
要

望
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

そ
の
よ
う
な
と
き
は
、「
行
政
相

談
委
員
」
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

行
政
相
談
委
員
は
、
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
た
民
間
有
識
者
で
、

身
近
な
と
こ
ろ
で
活
躍
し
て
い
ま

す
。

　

相
談
費
用
は
無
料
で
す
。
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
開
設
日
時
】６
月　

日（
金
）午

２９

後
１
時
半
〜
４
時

　
【
開
設
場
所
】西
友
東
久
留
米
団

地
店
（
上
の
原
一
丁
目
）
正
面
入

り
口

　
【
行
政
相
談
委
員
】小
山
正
勝
氏

（
小
山
、
電
話
４
７
１
・
３
９
５

５
）、篠
宮
松
美
氏（
南
町
、電
話
４

６
５
・
１
８
３
９
）、
岡
部
佳
子
氏

（
幸
町
、電
話
４
７
４
・
０
３
７
９
）

　

詳
し
く
は
広
報
課
広
聴
担
当

�
４
７
０
・
７
７
０
８
へ
。

特設行政相談所を
開設します

（（（（（（（（（（（（（（
地地地地地地地地地地地地地地
元元元元元元元元元元元元元元
募募募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集集集
））））））））））））））

（
地
元
募
集
）

量
を
埋
め
立
て
て
い
ま
し
た
が
、

エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
事
業
の
開
始
に

よ
り
、
最
終
処
分
場
へ
の
搬
入
量

の　

・
２
㌫
（
２
９
２
８
㌧
）
を

８４
エ
コ
セ
メ
ン
ト
化
し
た
た
め
、
埋

立
量
は
５
４
９
㌧ 
と
大
幅
に
減
少

し
ま
し
た
（
右
表
参
照
）。

　

引
き
続
き
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課�
４

７
３
・
２
１
１
７
へ
。

（　

歳
未
満
の
既
婚
者
含
む
）
で

２０
あ
る
こ
と
②
同
居
親
族
が
い
る
こ

と
③
世
帯
の
所
得
合
計
が
一
定
基

準
内
で
あ
る
こ
と
④
住
宅
に
困
っ

て
い
る
こ
と

　
【
申
込
用
紙
等
の
配
布
】６
月　
１５

日
（
金
）
〜　

日
（
金
）
に
地
域

２２

政
策
課（
市
役
所
５
階
）、上
の
原
・

ひ
ば
り
が
丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所

で
配
布

　

申
し
込
み
は
６
月　

日
（
火
）

２６

ま
で
に
（
必
着
）、
所
定
の
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
同
課
あ
て

郵
送
を
（
窓
口
で
の
受
け
付
け
は

で
き
ま
せ
ん
）。

　

詳
し
く
は
同
課
住
宅
政
策
係

�
４
７
０
・
７
７
６
４
へ
。

△はマイナス

（単位：トン）１８年度 廃棄物の排出量および処理量

前年度比１８年度

（△０．４％）△９５２４，５２９可燃ごみ

排
出
量

（△１７．５％）△６９７３，２７７不燃・粗大ごみ

（９．４％）４９４５，７６９資源ごみ（行政回収）

（皆増）６６７６６７うち容器包装プラスチック

（１．９％）７９４，２２１資源ごみ（集団回収）

（△０．６％）△２１９３７，７９６合計

（０．５％）２３７４不燃・粗大ごみから
資
源
化
量

（６．８％）６２５９，８０１資源ごみから

（皆増）６６７６６７うち容器包装プラスチック

（６．６％）６２７１０，１７５合計

（△３．１％）△１１３３，４７７最終処分場搬入量

（△８４．７％）△３，０４１５４９埋め立て量内
訳 （皆増）２，９２８２，９２８うちエコセメント化

今
後
も
分
別
回

今
後
も
分
別
回
収
・
再
収
・
再
資
源
化
に
ご
協
力
を

資
源
化
に
ご
協
力
を

 　

学
生
で
本
人
の
前
年
の
収
入

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
は
、

学
生
納
付
特
例
制
度
を
申
請
す

る
と
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。
年
度
ご
と
に
申
請
が

必
要
で
す
。
ま
だ　

年
度
の
申

１９

請
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
、
学

学
生
納
付
特
例
制
度
は 

毎
年
申
請
が
必
要
で
す

生
証
と
基
礎
年
金
手
帳
を
持
っ

て
、
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１

階
）
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 　
　

歳
代
の
方
に
は
、
本
人
と
、

２０
そ
の
配
偶
者
の
前
年
の
所
得
が

一
定
の
基
準
以
下
で
あ
れ
ば
、

申
請
に
よ
り
国
民
年
金
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
若

年
者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。　　

　

本
人
の
収
入
は
少
な
い
の
に
、

世
帯
主
の
収
入
が
一
定
額
以
上

で
あ
る
た
め
に
保
険
料
の
免
除

制
度
が
利
用
で
き
な
い
方
は
、

こ
の
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

　

歳
未
満
の
学
生
で
は
な
い
方

３０は
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
に

た
期
間
に
つ
い
て
は
、
老
齢
・

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給

資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま
す
の
で
、

万
が
一
の
と
き
は
、
障
害
基
礎

年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
学
生
の
納
付
特
例

や
若
年
者
の
納
付
猶
予
は　

年
１０

以
内
に
保
険
料
を
納
付（
追
納
）

し
な
い
場
合
、
老
齢
基
礎
年
金

額
の
計
算
に
入
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
承
認
期
間
の
翌
年
度
か
ら

起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
保

険
料
を
追
納
す
る
と
き
に
は
、

経
過
し
た
期
間
に
応
じ
て
当
時

の
保
険
料
に
加
算
額
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
国
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◆図書館ホームページアドレス
http://www.lib.city.higashikurume.lg.jp/

６月２９日（金）
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住民基本台帳

納納納納納納納納納納税税税税税税税税税税ににににににににににごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力をををををををををを納税にご協力を
　

　７月２日（月）は、市・都民税

第１期の納期限です。最寄りの金

融機関・郵便局で納めてください。

　詳しくは納税課�４７０・７７３０へ。


